
平
成
三
十
年
内
閣
府
令
第
三
十
二
号

民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
活
用

団
体
に
関
す
る
内
閣
府
令

民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第

百
一
号
）
第
八
条
、
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

二
十
八
条
並
び
に
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
民
間
公
益
活
動
を
促
進

す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
活
用
団
体
に
関
す
る
内
閣
府
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

（
事
務
に
要
す
る
経
費
）

第
一
条
　
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年

法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第

三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
務
に
要
す
る
経
費
は
、
民
間
公
益
活
動
促
進
業
務
に
係
る
人
件
費
、
事

務
所
費
そ
の
他
指
定
活
用
団
体
の
運
営
に
必
要
な
一
般
管
理
費
と
す
る
。

（
民
間
公
益
活
動
促
進
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
二
条
　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
休
眠
預
金
等
交
付
金
の
受
入
れ
、
民
間
公
益
活
動
の
促
進
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
民
間
公
益
活
動

の
促
進
に
資
す
る
た
め
の
啓
発
活
動
及
び
広
報
活
動
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
民
間
公
益
活
動
促
進
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

三
　
そ
の
他
民
間
公
益
活
動
促
進
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

第
三
条
　
指
定
活
用
団
体
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
の
一
月
前
ま
で
に
（
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
様
式
第
一
に
よ
る
申

請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
計
画
書

二
　
収
支
予
算
書

２
　
指
定
活
用
団
体
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
又
は
収
支
予
算
の
変
更
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
に
当
該
変
更
の
明
細
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
分
経
理
の
方
法
）

第
四
条
　
指
定
活
用
団
体
は
、
民
間
公
益
活
動
促
進
業
務
に
係
る
経
理
と
そ
の
他
の
業
務
に
係
る
経
理
と
を
区
分

し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
活
用
団
体
は
、
民
間
公
益
活
動
促
進
業
務
と
民
間
公
益
活
動
促
進
業
務
以
外
の
業
務
の
双
方
に
関
連
す
る

収
入
及
び
費
用
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
配
分
し
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
帳
簿
）

第
五
条
　
指
定
活
用
団
体
は
、
法
第
二
十
八
条
の
帳
簿
を
一
年
ご
と
に
閉
鎖
し
、
閉
鎖
後
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
八
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
休
眠
預
金
等
交
付
金
の
額
の
総
額

二
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
の
業
務
ご
と
に
充
て
た
休
眠
預
金
等
交
付
金
の
額

三
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
助
成
等
を
受
け
た
資
金
分
配
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

資
金
分
配
団
体
ご
と
の
助
成
等
を
受
け
た
金
額
及
び
年
月
日

四
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
助
成
等
を
受
け
た
活
動
支
援
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

活
動
支
援
団
体
ご
と
の
助
成
等
を
受
け
た
金
額
及
び
年
月
日

五
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
実
行
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
実
行

団
体
ご
と
の
貸
付
け
を
受
け
た
金
額
及
び
年
月
日

六
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
運
用
資
金
を
運
用
し
て
得
た
利
子
そ
の
他
の
収
入
金
の
総
額

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
保
存
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
資
金
の
運
用
方
法
）

第
六
条
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関

（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可

を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。
）
へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
補
填
の
契
約
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
八
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
一
（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

様式第一（第三条第一項関係）指定活用団体事業計画及び収支予算認可申請書年月日内閣総理大臣殿申請者の名称印代表者の氏名法人番号事業計画及び収支予算について認可を受けたいので、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第26条第1項前段の規定により、別添のとおり申請します。（備考）用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。法人番号については、国税庁から指定・通知される13桁の法人番号を記載すること。  

様
式
第
二
（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

様式第二（第三条第二項関係）指定活用団体事業計画（収支予算）変更認可申請書年月日内閣総理大臣殿申請者の名称印代表者の氏名法人番号事業計画（収支予算）の変更について認可を受けたいので、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第26条第1項後段の規定により、下記のとおり申請します。記1．変更の内容2．変更の理由（備考）用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。法人番号については、国税庁から指定・通知される13桁の法人番号を記載すること。  
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